
竹田市がけ地近接等危険住宅移転事業の手続きの流れ

所有者 金融機関竹田市

申込仮受付

対象地域

現地確認

移転相談

申請書類の準備

移転計画

見積依頼等

移転先の決定

事業計画の作成

借入金の算出

金融機関申込

補助金申請

関係書類

（様式１号）

交付決定受取

建物規模等の検討

業者の選定

建設工事発注

引越し準備

建物等の登記

請求書の受取

融資金の受領

代金支払い

引越し完了後

解体工事発注

代金支払い

完了報告書作成

（様式８号）

移転計画
・土地購入、建売物件の購入等

・新築（設計、建設等）

建物の検討(新築、購入) 土地の検討(所有、購入)

全体の予算額を算出
（土地購入費、設計費、建築費、除却等の見積書の作成）

移転先の検討（土地、建物）

移転事業の発注（土地、建物、融資等の本契約）
・土地（購入、造成） ・建物（購入、設計、施工） ・融資（金額、返済期間、利息計算）

建築設計、申請等

建築着工

建築完了
（建物検査、建物登記等）

請求書の作成

土地（建売）の売買

代金の受領

領収書の発行

危険住宅の解体、標識の設置

請求書の作成

代金の受領、領収書の発行

融資の相談、審査

融資額の決定

融資の決裁

（抵当権設定等）

融資

借入金、利率の計

算、及び返済期間

の決定

申請受付

内容を審査

補助金交付

決定通知

完了報告受付

現場確認

書類審査

補助金交付

確定通知を送付

補助金の受領補助金の交付

交付請求書受付

確定通知受取

交付請求書作成

（様式１０号）

移転事業の完了
・跡地の維持管理

・事業に関する書類の保存（５年間）

※注意事項

○事前相談の申込は補助申請の受付とは違います。

○現場確認で補助の対象とならない場合があります。

○工事の契約は交付決定通知を受け取った後に行ってください。

○申込、申請時は別途必要な書類があります。詳しくは担当者に相談してください。

担当者が現地を確認して事業に該当するか否かの調査をおこないます。

補助申請の受付に

なります

交付決定通知を受

取った後に契約し

ます

事業予定の前年度までに行ってください。


